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１．趣旨 

（１）背景 

〇物流は社会経済を円滑に回す上で重要な社会インフラである。その一方で、電子商
取引の増加や、人口減少に伴う労働力不足の深刻化等により物流における需要と
供給のバランスが崩れつつある。この状況を放置すれば、物流機能の維持が困難と
なり、物流が企業、さらには経済全体の成長制約となる恐れがある。 

〇こうした事態を回避し、物流を産業競争力の源泉としていくためには、物流事業者
のみならず、製造事業者や販売事業者が、物流を含めたサプライチェーンマネジメ
ントや、企業・業界間での標準化・共同化等を行うことにより、オールジャパンで、
物流の効率化を徹底していくことは、喫緊の課題である。 

〇また、物流リソースに関する情報を、各種インターフェイスの標準化を通じて、企
業・業界の垣根を越えて共有し、保管・輸送経路等の最適化などの物流効率化を図
ろうとする考え方（フィジカルインターネット）が注目を集めている。我が国にお
いても、大規模・長期・計画的にこうした最先端の技術や概念を取り入れた物流シ
ステムを構築していくことが望ましい。 

○このため、2040 年を目標とした物流のあるべき将来像として、我が国におけるフ
ィジカルインターネットを実現することを目的として、令和４年３月に「フィジカ
ルインターネット・ロードマップ1（以下「ロードマップ」という。）」を策定した。 

 

（２）会議の目的 

〇本会議は、ロードマップに記載した施策等の進捗管理や検証を行い、フィジカルイ
ンターネットの実現に向け、ロードマップの実施に当たって各種施策を有機的に
連携させていくため、必要に応じた見直し・改訂等を行うことを目的とする。 

○本会議は、次のいずれかに該当する場合には、必要に応じて、ロードマップを踏ま
えた業種・業界別のアクションプランの作成を目的とするワーキンググループ（以
下「ＷＧ」という。）を設置する。 
①事務局及び関連部局が必要であると認めた場合 
②業界団体・事業者等から事務局に対し、ＷＧの組成について申出があった場合 

 

  

 
1 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/physical_internet/pdf/20220308_1.pdf 

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/physical_internet/pdf/20220308_1.pdf


２．会議の運営 

〇本会議の事務は、関係部局等の協力を得て、経済産業省商務・サービスグループ物
流企画室及び国土交通省総合政策局物流政策課が行う。 

〇本会議は原則として公開で行う。また、事務局が議事要旨を作成し、委員の了解を
得た上でこれを公開する。ただし、事務局が必要であると認める場合には、議事、
議事要旨及び配付資料の全部又は一部を非公開とすることができる。 

〇本会議の構成員は、別紙のとおりとする。ただし、事務局が必要であると認めると
きは、構成員を追加することや、その他の関係者の出席を求めることができる。 

○「１．（２）」のＷＧの運営及び構成員については、ＷＧにおいて定める。 

 

 

３．今後のスケジュール 

〇必要に応じて、各年度１回程度開催する。 
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＜事務局＞ （略） 

＜オブザーバー＞ 
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３．今後のスケジュール 

〇令和３年１０月以降全５回程度開催し、年度内にとりまとめ

を行う。 
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